
昭
和
五
十
四
年
二
月
十
三
日
受
領 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
質
問
の 

三
） 

答

弁

第

三

号 
   

衆
議
院
議
員
栗
林
三
郎
君
提
出
建
設
労
働
者
、
出
稼
労
働
者
の
職
場
の
安
全
確
保
と
雇
用
の
改
善
に
関
す
る
質

問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
八
七
第
三
号 

昭
和
五
十
四
年
二
月
十
三
日 

衆

議

院

議

長 
灘 

尾 

弘 

吉 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

大 

平 

正 

芳 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
栗
林
三
郎
君
提
出
建
設
労
働
者
、
出
稼
労
働
者
の
職
場
の
安
全
確
保
と
雇
用
の
改
善 

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

昭
和
五
十
二
年
六
月
二
十
四
日
焼
失
し
た
柳
井
建
設
の
事
業
附
属
寄
宿
舎
に
係
る
建
設
業
附
属
寄
宿
舎
規
程

（
昭
和
四
十
二
年
労
働
省
令
第
二
十
七
号
）
違
反
の
具
体
的
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

(一 ) 

出
入
口
が
一
箇
所
し
か
設
け
ら
れ
て
い
な
か
つ
た
こ
と
（
建
設
業
附
属
寄
宿
舎
規
程
第
十
条
第
一
項
）
。 

(二 ) 

警
報
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
か
つ
た
こ
と
（
同
規
程
第
十
一
条
）
。 

(三 ) 

廊
下
の
幅
が
一
・
六
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
つ
た
こ
と
（
同
規
程
第
十
四
条
）
。 

ま
た
、
労
働
基
準
監
督
機
関
が
、
こ
の
事
故
以
前
に
当
該
寄
宿
舎
に
対
し
て
、
点
検
、
検
査
、
行
政
指
導
等

を
行
つ
た
こ
と
は
な
い
が
、
大
阪
市
消
防
局
で
は
、
昭
和
四
十
九
年
末
に
当
該
施
設
に
立
入
り
調
査
し
、
数
回 



四
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

被
災
労
働
者
に
係
る
給
付
基
礎
日
額
は
、
火
災
に
よ
り
賃
金
台
帳
の
大
部
分
が
焼
失
し
、
被
災
労
働
者
に
係

る
賃
金
総
額
が
不
明
で
あ
つ
た
た
め
、
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
二
条
第
八
項
及

び
昭
和
二
十
四
年
労
働
省
告
示
第
五
号
（
労
働
基
準
法
第
十
二
条
等
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
得
な
い
場
合
の 

に
わ
た
つ
て
改
善
方
を
警
告
す
る
と
と
も
に
厳
重
に
指
導
し
た
と
聞
い
て
い
る
。 

こ
の
事
故
に
よ
る
死
亡
者
及
び
負
傷
者
の
姓
名
、
生
年
月
日
、
本
籍
及
び
続
柄
は
、
別
表
一
の
と
お
り
で
あ

る
。 被

災
労
働
者
に
対
し
て
給
付
さ
れ
た
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
に
基
づ
く

諸
給
付
等
の
内
容
並
び
に
受
給
権
者
の
氏
名
、
続
柄
、
生
年
月
日
及
び
住
所
は
、
別
表
二
の
と
お
り
で
あ
る
。 

四 

 



五
に
つ
い
て 

六
か
ら
八
ま
で
に
つ
い
て 

豊
己
」
で
あ
る
こ
と
及
び
水
野(
身
元
不
明)

に
つ
い
て
「
不
明 

不
明
」
と
あ
る
の
が
「
五
千
円 

二
日
分
」
で

あ
る
こ
と
を
除
け
ば
、
質
問
主
意
書
に
記
載
さ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
と
事
業
主
か
ら
報
告
を
受
け
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。 

山
田
修
助
に
つ
い
て
「
六
千
二
百
円
」
と
あ
る
の
が
「
六
千
円
」
で
あ
る
こ
と
、
「
西
谷 

渡
」
と
あ
る
の
が
「
西

吉 

渡
」
で
あ
る
こ
と
、
金 

泰
鎰
に
つ
い
て
「
十
七
日
分
」
と
あ
る
の
が
「
三
日
分
」
で
あ
る
こ
と
、
小
野
安
馬

に
つ
い
て
「
五
千
円 

二
十
日
分
」
の
ほ
か
「
残
業
八
時
間
分
」
が
あ
る
こ
と
、
「
押
岡 

豊
巳
」
と
あ
る
の
が
「
押
岡 

 

平
均
賃
金
を
定
め
る
告
示
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
部
残
存
し
て
い
た
賃
金
台
帳
及
び
事
業
主
の
記
憶

に
よ
つ
て
賃
金
総
額
を
推
算
し
、
算
出
し
た
も
の
で
あ
る
。 

被
災
労
働
者
の
就
労
し
た
工
事
現
場
及
び
そ
の
元
請
業
者
、
被
災
労
働
者
別
の
稼か

動
日
数
、
被
災
者
以
外
の 

五 

 



九
に
つ
い
て 

(一 ) 

本
件
火
災
事
故
の
発
生
に
か
ん
が
み
、
労
働
基
準
監
督
機
関
に
お
い
て
は
、
昭
和
五
十
二
年
九
月
か
ら
十 

な
お
、
工
事
現
場
へ
の
往
復
に
は
、
当
該
寄
宿
舎
か
ら
近
距
離
に
あ
る
現
場
に
つ
い
て
は
柳
井
建
設
所
有
の

マ
イ
ク
ロ
バ
ス
を
使
用
し
、
遠
距
離
に
あ
る
現
場
に
つ
い
て
は
元
請
業
者
の
提
供
し
た
他
の
寄
宿
舎
に
宿
泊
さ

せ
て
い
た
と
聞
い
て
い
る
。 

労
働
者
の
就
労
先
の
元
請
業
者
及
び
就
労
延
人
員
、
各
被
災
者
に
か
か
わ
る
求
人
、
供
給
の
具
体
的
内
容
、
柳

井
建
設
が
財
団
法
人
西
成
労
働
福
祉
セ
ン
タ
ー
よ
り
募
集
し
た
労
働
者
の
供
給
配
置
の
状
況
及
び
稼か

動
延
人
員

の
実
態
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
事
故
に
よ
り
関
係
書
類
が
焼
失
し
た
た
め
、
不
明
で
あ
る
が
、
労
働
者
、
事

業
主
等
の
供
述
か
ら
就
労
し
た
と
思
わ
れ
る
工
事
現
場
及
び
そ
の
元
請
業
者
は
、
別
表
三
の
と
お
り
で
あ
る
。 

ま
た
、
財
団
法
人
西
成
労
働
福
祉
セ
ン
タ
ー
が
柳
井
建
設
に
対
し
て
紹
介
し
た
労
働
者
数
は
、
昭
和
五
十
二

年
五
月
に
つ
い
て
は
三
百
三
人
で
あ
る
ほ
か
は
質
問
主
意
書
に
記
載
さ
れ
た
数
の
と
お
り
で
あ
る
。 

六 

 



(二 ) 

建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
一
年
に
施
行
さ
れ
た
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
三
号
）
を
中
心
に
、
各
種
の
施
策
を
展
開
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
特
に
、
雇
用
管
理
責
任
者
の
選
任
等
に
つ
い
て
は
、
毎
月
定
期
的
に
建
設
事
業
主
を
対
象
と
し

た
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
し
、
履
行
の
徹
底
を
促
す
と
と
も
に
、
毎
年
十
一
月
を
「
建
設
雇
用
改
善
推
進
月
間
」

と
し
て
設
定
し
、
そ
の
月
間
に
広
報
活
動
を
は
じ
め
種
々
の
行
事
を
集
中
的
に
実
施
し
、
建
設
労
働
者
の
雇

用
の
改
善
に
対
す
る
気
運
の
醸
成
に
努
め
て
お
り
、
逐
次
そ
の
成
果
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

月
に
か
け
て
全
国
の
二
千
九
百
九
十
五
の
建
設
業
附
属
寄
宿
舎
に
つ
い
て
い
つ
せ
い
監
督
を
実
施
し
た
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
二
千
二
十
六
の
寄
宿
舎
に
つ
い
て
労
働
基
準
法
そ
の
他
関
係
法
令
に
違
反
す
る
事

実
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
そ
の
是
正
に
つ
き
厳
正
に
措
置
す
る
と
と
も
に
、
十
七
の
建
設
業
附
属
寄
宿
舎
に

つ
い
て
使
用
停
止
措
置
を
講
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

ま
た
、
建
設
労
働
者
の
能
力
の
開
発
向
上
や
福
祉
の
増
進
を
目
的
と
し
た
建
設
雇
用
改
善
助
成
金
に
つ
い 

七 

 



       

別
表
一 

右
答
弁
す
る
。 

て
も
、
そ
の
活
用
が
進
ん
で
お
り
、
今
後
と
も
、
こ
の
助
成
制
度
の
一
層
の
充
実
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
作

業
員
宿
舎
の
整
備
等
建
設
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
に
努
め
て
い
く
考
え
で
あ
る
。 

八 
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別
表
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四 

 



          

別
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一
五 
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